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第 ４ 回 総 合 計 画 市 民 会 議 （ 全 体 会 ） 議 事 録  

 

日  時  平成16年 1月17日（土） 14:00～16:30 

場  所  産業振興会館9階会議室 

出席者 中村ノーマン座長、大枝副座長、中村紀美子副座長、有北委員、岩田委員 

   岩本委員、上野委員、大下委員、北島委員、鈴木委員、高杉委員、髙橋委

員、パク委員、松﨑委員、森委員、淀川委員、渡邉委員 

事務局 北條総合企画局長、三浦企画部長、木場田政策部長、田中企画調整課長 

   瀧峠企画調整課主幹 

議  題  「自立・福祉」について 

 

公開及び非公開の別     公開 

 

傍聴者  ２名 

 

議事 

 

全 体 会 （ 開 会 ）  

 

座長  それでは第４回の総合計画市民会議を始めたいと思います。 

きょうのポイントはグループ討議で「自立・福祉」について、さまざまな意見を

出していき、この市民会議の中でどんな考え方を総合計画の策定の案に盛り込んでい

きたいか、そこでさまざまな議論ができればいいのではないかと思います。 

まず、きょうの次第を確認し、それは事前に送ってある資料です。最初前半２０

分間で全体会議を開きます。２時２０分から大体３時４０分ないし３時５０分ぐらい

まで、グループの討議の時間とします。最後に全体会で、それぞれのグループで話し

合われたことについて、それぞれが報告し確認するという内容にしております。こち

らで進めさせていただきたいのですけれども、よろしいですね。 

それでは、まず第３回の市民会議でどのようなことが話し合われ、決まった事に

ついて、既に事務局からの資料、１２月２６日に送られた資料、もしくは私が出させ

てもらったメッセージの中にもあります。簡単にこちらを見ながら振り返っていくこ

とが必要だと思います。市民会議のミッションというものを確認しました。１０年の

基本構想、それから３年の実行計画を川崎市の現状、それと環境変化を踏まえながら

市民の立場で意見を出していくということです。総合計画、それから基本構想につい

ては、今の段階での構想案、提案というのはありません。我々の方でさまざまな意見
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を出すことによって、実際にそれを作成する行政がそれを考慮しながら作っていくと

いうことです。それは前回の資料のスケジュールと、それから策定の仕方という資料

で確認していただければと思います。 

さらに審議のテーマを決めましたが、細かくは言いませんが、「自立・福祉」、

「まちづくり」、それから「自治」ということをテーマとして決め、きょうは「自

立・福祉」を中心に、３１日に「まちづくり」、２月２８日に「自治」を中心に話し

ていくということにしました。 

進め方としましては、先ほども申し上げたとおり、今回はグループ討議をやって

みるということになっています。 

それで、第３回の市民会議で、もう一つは提案を出していくということがありま

した。提案を書ける人と書けない人という議論がありましたが、資料は開催の１週間

前までに出していただいたものを会議の資料として扱いますというふうに決め、５名

の委員から資料の提示がありました。ただ、これは提案書ではなくて、一人一人の委

員の考え方であるというふうにしていただきたいと思います。会議の中で発言してい

くことが大切だと思います。 

さらに、そのとき考えていなかったことが一つ新たに出てきたので確認をしたい

と思います。委員の要請による行政の資料提出というのが、にわかに昨日、私の方に

連絡がありました。行政資料の扱いということなんですが。既にたくさんの資料をも

らっていて大変だなというふうに思っているところです。委員が発言していく上で必

要だな、使いたいなというものも場合によってはあるだろうと思います。ほかの方か

らは特に申し出は無かったんですが、まず今回、この健康福祉局が作成した「次世代

育成支援行動計画策定指針」を出せないかという申し出があったんですが、これにつ

いて、まず、こういう資料というのは資料自体には何の問題もないので使っていくと

いうことでよろしいでしょうか。 

 

全委員  はい。 

 

座長  それで今回はこれが一部だけなんですが、今後のことや公平性を考えると、本

来ならば市民会議として行政に資料を要請していくべきだろうと思いますので、きょ

うの会議の最後に次回の会議に向けてどんな資料が必要か、そこを最後に確認したい

と思います。こちらの資料は事務局の方で配付をお願いしたいと思います。 

引き続いて、次第の２番目、電子会議室に関する事務局からのお願いについてで
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す。 

前回の会議では電子会議室は特別に市民会議のためには作らないということがあ

りましたが、別に市民会議でもう少し活発な議論を持ってほしいということがありま

す。それで事務局の方から簡単にお願いしたいのですが。 

 

企画調整課主幹  お手元に電子会議室のサンプルになるのですが、１枚もので少し網

かけ等をしたものを出しています。これが全てではございませんけれども、会議室を

開設後少し間がないということですが、徐々に意見なり登録の方も増えてきている状

況になっています。資料の下の方にちょっと丸印もつけさせていただいたんですけれ

ども、こういう電子会議の場にも策定検討委員会ですとか、市民会議の委員さんの方

からも意見という形でアドバイスなども含めて、そういうものがのせられ、それで議

論が活発になるんじゃないかというご意見をいただいている部分もあります。これは

お願いというかお知らせというふうなことなんですが、前にご議論いただいたときに

は、市民会議専用の電子会議室というやり方は、メールを使う方とか使わない方とい

うようなことも含めて、もう少し検討しないといけないんではないかということにな

ったと思いますので、もしご参加いただく場合も個人の立場ということでご参加いた

だくことになると思いますが。事務局でもこういう電子会議の場を設けておりますの

で、ぜひ、ご活用いただければということでございます。以上です。 

 

座長  ありがとうございました。川崎市のホームページのトップ画面の左下ぐらいに、

そちらに会議室があります。たしか「総合計画オンライン」という表題だったと思い

ますが、そこからたどっていけますので、ぜひ確認して協力していきたいと思います。 

続いて 、総合計画策定委員会への出席ルールについてということを議論しなけれ

ばならないと思います。総合計画の策定委員会は、これから１月２８日と１月３０日

と３月２４日と３月２９日が中間まとめまでの時間で開かれる会議で、４回の会議が

予定されています。これまで参加の仕方というのは特に決めていなく、前回の会議は

希望した人という形になってしまいました。事務局の方から継続的な参加及び、より

多くの方の参加ということで、我々正副座長の中で案を検討した結果、まず参加は３

人を基本とする。一人が座長、一人が副座長、もう一人を委員から選ぶという案を事

務局から提示いただきまして、これで皆さんと相談したいと思いますが、この点に関

して何か意見ありますでしょうか。 
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市民委員  ３人出るのですね。 

 

座長  最大３人ということにしようかと思っています。 

 

市民委員  座長と副座長さんと、あと一人。 

 

市民委員  いえ、いえ、座長、副座長も含め３人まで。皆さんの中で３人。 

 

座長  そうじゃなくて、案としては座長、副座長、その他という案がありますという。 

 

市民委員  そういう案ですね。 

 

市民委員  やはり継続的にずっと出ている方が必要だと思うんですね。流れを理解す

るという意味でも。そういう意味でも座長、副座長、それから一人でよろしいんじゃ

ないかなと思いますけれども。あえてどちらか一人にしていただいて、あとほかをと

いうのもいいかもしれませんけれどもね。参加希望があればということですけれども。 

 

市民委員  それでいいと思いますけれど。 

 

座長  それでは、原案のとおり座長、副座長、それから出たい人ということにさせて

いただきます 

それで、先ほどの会議は１月２８日、３０日、３月２４日、２９日の４日間です。

これから事務局の方で参加できるところで参加したいということについて、調整をお

願いしたいと思います。恐らくこの紙……。 

 

企画調整課主幹  日程のメモをまた机の上に置かせていただきました。１月２８日、

３０日、３月２４日と２９日がございますので、その日程の枠組みを書いたメモを置

かせていただきましたので、きょうお帰りまでにご記入いただいて、事務局へお渡し

いただければと思います。それで重複等について調整させていただきたいと思います。 

 

副座長  一応、この４回のテーマが決まっていますよね。テーマだけもう一度確認を

していただいて、そのテーマごとに参加したい方もいらっしゃると思うんですが。 
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座長  １月２８日は「産業・経済のあり方～都市圏における川崎の自治と、その可能

性を軸に～」という表題になっております。１月３０日は「市民サービスと今後の地

域社会のあり方」。３月２４日は「都市基盤整備まちづくりのあり方」と私は聞いて

おります。３月２９日の内容について、私は聞いてないので。 

 

企画調整課主幹  ２９日は、そこまでのまとめのような議論を策定検討委員会の方で

していただければと考えております。 

 

座長  はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

副座長  皆さん大丈夫ですか。読むの早くてわからなかったら。 

 

座長  これも前回の資料で。これはきょう提出しなくても、きょう欠席の方があるの

で、どのぐらい。 

 

企画調整課主幹  後でファックス等でも、それは結構でございます。欠席の方にもご

連絡してお聞きしたいと思いますので。 

 

市民委員  これは例えば我々は委員ではないので、傍聴するという意味ですか。 

 

企画調整課主幹  ３名の方は委員として出席していただきます。傍聴の方は何名でも

自由ですので。 

 

市民委員  そうすると、その委員会の委員の方と同等に発言したりするということで

すか。 

 

企画調整課主幹  そうです。 

 

座長  続きまして、これからグループ討議に入っていくわけですが、グループは事務

局の方でバランスを考えてランダムにつくったものです。これはきょうの資料として

出ている、こちらの資料でグループの分け方というのは出ております。 

進め方については、進行役を一人決めていただきたいと思います。前回も座長は
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外してということでお願いいたしましたので、先に早い時間で進行役を決めていただ

きたいと思います。進行役の役割は議論の整理と全体会の報告が中心となります。 

全体の流れとしては、各委員が意見を表明して、できればその記録用紙にさまざ

まな意見を出していきながら、ここで市民会議ではどんな意見があるのだろう、全体

としてどんなことを考えているんだろう、それぞれのグループで全体として何を考え

ているかということを整理していければと思います。 

途中で１０分の休憩をとっていただきます。長丁場になりますから。 

全体会議への報告は、これはこの会議の思想そのものなんですが、まとまりがな

くても、どんな意見がどんなふうに出たか、そういう観点で各グループ１０分の報告

をお願いしたいと思います。 

進め方としては、よりよい意見を出していくという考え方で、ほかの人との意見

に対して足していくようなイメージで、特にきょうの場合はさまざまな意見が出るよ

うにお願いしたいと思います。前回は少し声の大きい方が特に強いんじゃないかとい

う話もありましたが、まんべんなくさまざまな委員から発表できるようにしていただ

きたいと思います。 

また、参考資料などにつきましては、これは事前に読んできていることを前提に、

資料を直接長々と読み上げるということではなく、こういう考え方を持っていますと

いうことで、少し細かく話していくようなやり方をすると理解も深まり、さまざまな

人が議論にも入っていけるんじゃないかと思います。 

それから先ほども説明したんですけど、この市民会議の役割というのは、まとめ

をつくるという部分を持ってないので、我々が今まで出してきている意見も、それか

らきょう出す意見も、全てこれを参考にして行政が基本構想と総合計画の策定の参考

とするというふうになっています。もちろん、我々の中でまとめた意見があれば、そ

れはより強く尊重してもらえると思いますが、ここで出た意見は全て受けとめるとい

うふうに聞いておりますので、きょう意見が出しきれていなくても、その部分は受け

とめられているというふうに、まず考えていきたいと思います。 

それでは、時間が過ぎてしまいましたので、グループに分かれてください。グル

ープの分かれ方を事務局で指導をお願いします。 

 

副座長  グループの方には、それぞれ記録をとっていただく方と、それからタイムキ

ープをしてくださる方が一応つきます。それぞれに記録をとってくださる方と、時間

を、この大体まとめる時間になったら見ていてくださる方がつきますので、リーダー
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の方がそれを参考にしてください。 

 

座長  もう１点、ちょっと申し上げるのを忘れてました。今回はメールにもあったよ

うに、事務局が議論の中に入って議論の支援をするという立場で入って行きますので、

まず、グループに分かれたら、誰がどういう役割を持っているか。その中で事務局の

方の説明で新たに入ってきているメンバーの確認をお願いしたいと思います。 

 

（グループ討議開始） 

 

グループ討議の内容については別途摘録による。 

 

（グループ討議終了） 

全 体 会 （ ま と め ）  

 

座長  それでは、それぞれのグループ検討の結果報告を出していただきたいと思いま

す。では、グループＡの方からお願いできますでしょうか。１０分ぐらいで。 

 

市民委員  私が司会をいたしました。すみません、つたない司会だったもんで時間を

オーバーしてしまいました。 

基本的に皆さんの意見をただこういうふうにランダムに出していただいて、それ

をグループごとにまとめるというところまでしかできませんでしたけれども、この場

で皆さんが考えてきてくださった意見がかなりしっかり出ているものではないかと思

います。 

基本的な部分の理念の考え方というところを、本当でしたら少し突っ込んで話を

したかったのですが、その時間がございませんでした。ただ、ここの部分で出てきた

のは、その福祉というものと自立という言葉ですか、それに対しての考え方をきちっ

とした方がいい のではないか。要するに福祉というのは社会全体が受けるものであり、

同時にするものであるという考え方ですね。それから受益者負担のルールの明確化が

必要ではないか。あるいは、その自立ということを言ってしまうと、例えば経済的に

とか、生活的に自立していない弱者は、じゃ意見が言えないのかみたいな話になって

いくのではないかとか、そういうような話が出てきました。それについては全体が受

け手であり、全体が福祉を行うものという基本的な部分の考え方としては、皆さん了
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解しているのではないかということでしたけれども、個別の部分でその受益者負担の

ルールの明確化というようなこと、これから審議していく必要があるのではという話

になりました。 

それから地域社会についてですね。地域社会については、さまざまな考え方があ

りますけれども、要するに自分たちが住んでいる地域の中で福祉コミュニティという

ようなことを考えていって、それぞれが支えあう地域づくりということをやっていく

べきではないかと。同時にその地域づくりに対しての生涯学習によって、それを啓発

していく、学んでいく必要があるんではないかということですね。 

それから予防福祉という考え方があるのではないか。予防福祉に対しても地域生

涯学習を踏まえてやるべきではないか。 

それから地域社会の中で、これはまちづくりの方でハードの部分に入っていって

しまうんですけれども、まちづくりにも福祉の視点が必要である。バリアフリーのま

ちづくりというようなことも同時に考えていくべきであろうということです。 

同じく地域の中で多文化の共生ということ。これからの国際化多文化に対しての

対応の必要性に対処するの策定。これはやはり生涯学習だけではなくて、もう少し別

の意味での、こちらにもあるのですけれども、行政の窓口とか、そういうことも含め

た地域の中での多文化ということをもう少し考えていくべきではないかと。 

それから同じく地域の中でですけれども、この障害者の弱者の施策について、当

事者の意見が反映されていないということを、民生委員をなさっている委員さんから

の非常に切実なものとして出されています。障害者、精神障害者、それから寝たきり

の方とか、いろいろな方がいますけれども、当事者の意見の反映を。 

高齢者の方に入ります。高齢者の方がこれからは増えていくということで、お互

いが助け合っていく必要性があるという。高齢者はまだ就労できる人たちももちろん

いるし、地域の 中でそれぞれのボランティア的な活動も十分にできるということで、

他世代との交流とか、それから健康づくりというようなこと、それから、またそれと

は別にグループホームの推進、老人施設の街中化というようなことも含めて考えてい

っていいのではないかということ。 

子育てについて。これはもういろいろなものが出まして、子育てと言いましても

子どものことだけではなく、子育て中の親への社会復帰の支援とか、それから学童期

と乳幼児とのふれあいとか、現在ある子育て関係の施設の見直しとか、そういうよう

なこと、さまざまな施策、あるいはその地域での行動が必要ではないかということで

す。 
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それに伴いまして居場所づくりということで、子供と高齢者の居場所をつくろう

と。それから現在ある場所の見直しが必要ではないか。それから小中学校の空き教室

などを使って居場所づくり。それから環境・自然ということを考えまして、里山とか

多摩川市民健康の森、生田緑地などさまざまな自然の場を使っての、その居場所とか

活動・学習の場づくりというものが考えられるのではないかということです。 

それから教育に関しまして、教育の場へもっと父親、男性、地域ボランティアが

入っていっていいのではないかと。女性ばかりと言われるけれど、本当はそうじゃな

いという。男女共同参画の視点が大切だろうと思うんです。 

それから市民の情報ネットワークということで、ボランティア間のネットワーク

というのはかなり進んできてはいるんです。まだ足りない部分もかなりありますけれ

ども、そうではなくて、ボランティアをしている人たち、それからボランティアをし

ていない市民との情報交換の場というようなものが必要ではないか。市民同士の共通

理念をつくるような場も必要ではないかということです。 

それから最後に行政の窓口ということで、子育て情報の一 本化の窓口、あるいは

多文化共生、人権を総合的に考える市長直属の部署の設置。子供関係の部署の情報交

換。現場が変わらなければ何も変わらないということなんですが、これは行政の方で

さまざまな理念や施策が出来上がってきても、それが現場へいったときに実際に反映

されていないというそういうシステムについても、もう少しきちっと考えるべきでは

ないかというようなことでした。 

すみません。ばらばらとお話ししてしまいましたけれども、このような形でさま

ざまな意見が出ました。 

 

座長  続きまして、グループＢの報告をお願いしたいのですけれども。 

 

市民委員  グループＢの方からご報告させていただきます。 

私が進行役をしましたが、なれていなかったので皆さんから協力いただきまして、

このように形になりました。まず、進行のやり方としては、タイムテーブルを一応決

めて、相手を非難しないというルールを決めて、アイデアを全部出そうという発想で

進めました。そして、これを二つのパターンで決めました。一つは対象別という形で

年齢と、それから何年先という年代別です。その中でどんどんアイデアを出しました。

それからもう一つは、ちょっと時間が足りなくて最後まではきれいにはなりませんで

したけれども、実際、表面に出ている問題と、その表面の下にあるもの、深層的にど
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ういうことがあってこうなったかという感じで、二つのパターンでまとめてみました。

その中身につきまして少し説明をさせていただきます。 

まず、私たちの分科会では、基本的には今すぐやってほしいというのが物すごく

いっぱい出てきました。それで年代別は、ここのゼロ歳から上の高齢者までさまざま

な分野の意見がたくさん出ております。だから、今、川崎市の現状としては自立や福

祉に関しては、私たちの意見としては、今すぐやらなきゃならないことが明らかにな

ったことだと思います。 

それから、ここはまとめとしてうまくいきませんでしたが、この中ではこういう

感じでとりあえず色を三色の色を使っておりますけれども、若者と子育てと、それか

ら高齢者という形で最終的にまとめてみました。後でこれはみなさんに読んでもらっ

たり見てもらいたいと思いますが、ここの中を間単にポイントだけまとめます。 

私たちの分科会では、とりあえず子供に対しては家庭教育とか心のバリアフリー

と言いますか、そういう物でも心でもバリアフリーをしていて、健全な家庭の中で、

若者が夢を持って、やりたいことを自分で 見つけていくのではないかという話が一般

的に多かったです。また、プログラムがない、モデルがない、伝わっていない、など

で、福祉の中で専門的な部分に力を入れてほしいという意見がありました。 

それからもう一つはホームレスなど制度からはずれた人たちに対してどうすれば

いいかという意見も出ておりました。 

家庭と家族のつながりを大切にして社会を明るくしましょうということです。住

みたいまち、ずっと住みたいまち。言い方悪いんですけど、ここのまちで死んでもい

いよと、そういうまちになりたいと。と言うのは税金たくさん出してもいいよという

川崎になればいいなという意見が出ました。 

もう一つは多文化共生。同じ国際化の流れでよく出ている言葉ですけれども、多

文化共生も大事であろうという話が出ました。 

三つでまとめましたけれども、ほかの分科会委員と同じ内容が多かったようです。

ここでちょっと注目できるおもしろい案が一つありました。今の日本の社会を見て、

何で若者は夢がないんだろう。ということは、高齢者がずっと自分の仕事にしがみつ

いてやめないから。高齢者が仕事をやめれば若者がたくさん就職ができるんじゃない

か。高齢者はどうすればいいかというと、生きがいを持って今までしてきたこと、経

験を社会に還元すべき立場であるんではないか。自分の道を探していって、若者に譲

って、その若者が夢を持って仕事にどんどん就いて、それから明るい社会にしていく

ということはどうでしょうかというのが、ちょっと注目すべき意見が出たかなという
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ふうに思ってました。 

以上、まとめましたけれども、足りない分は質問の時間に皆さん補足してくださ

い。 

 

座長  二つのグループで、やはりリーダーが違うとやり方も違うという、かなり楽し

く議論ができたんじゃないかと思います。それぞれのグループに対しての補足ですと

か質問ですとか、議論する時間はありませんので。議論の時間はまとめのときに、３

月２９日と、三つのテーマについてまとめるときに議論していきたいと思うんですが。

きょうのところは確認ということで、何か確認したいことがあれば、この場を利用し

ていただきたいと思います。全体の制限時間としては１０分以内にこれを進めていき

たいと思います。 

両方のグループ、きちんと細かく見ないとわからない部分もあろうかと思います。

かなり共通項が別々に出てきているところだろうということで、こちらの資料につい

てはできるだけ早く事務局の方でまとめて。一人一人が見える形でまとめていただい

て提供していただければ、３月のまとめの時期の参考になるのではないかなというふ

うに思います。ここでちょっと改めて、きょうリーダーを買って出てくださったお二

人にもう一度拍手をお願いします。 

（拍手） 

座長  皆様のご協力で、きょうは時間どおりに会議が終わりそうで助かりました。 

最後に確認をしなければいけないことが、この二日間会議をやっている途中で出

てきましたね。一つは、当日資料というのが、きょうどうしても出したいということ

で出てきましたが、これをまずきょうの資料として扱うかどうかという確認です。も

ともと、この資料というのは出しても出さなくても、私たちは意見を出して私たちの

意見をまとめるということが会の趣旨なんですが、せっかく作成したものはほかのグ

ループに配ってもいいかということの確認をさせてもらいたいと思います。 

 

市民委員  それはＡグル－プで当日の資料があったということですか。 

 

座長  そうです。ちょっとルール違反と私は思ってるんですけど。もうそういうのは

今後はないことを期待して。特に意見がなければ今後ないことを期待して、きょうの

資料として改めて事務局から追加資料として配っていただければ。 
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企画調整課主幹  会議の資料ということで配布させていただきます。 

 

座長  ちょっと意見の資料もルール違反だったんですが、それも今後そういうルール

違反のないようにお願いしたいと思います。 

それからもう１点確認なんですけれども、これは参考資料をちょっと読み上げる

ような形で進行してしまいましたが、やはりここは人がせっかく集まっているから、

いろいろな意見をうまく出していくということをやはりこれからやっていきたいと思

います。もっともっとこの会議は、まとめはなくてもいいよということに対して我々

は何とかまとまりたいと思っています。そこは余りあせらずに、さまざまな意見の結

果としてまとめるというのは自然に出て行くんじゃないかと。きょうの話の中で共通

項がかなりありそうなので、まとまっていくんじゃないかと思いますので。資料に関

しては書いてしまうと物すごい思いもできますが、書いてしまってもそこは参考資料

で、会議の場でさまざまな意見を出すことが大切であるということを今一度確認をし

たいんですが、よろしいでしょうか。 

では、そういうことで資料の提出の日付、それから分量についてはルールを守っ

ていただきたいと思います。次回の提出は来週の土曜が締切になってしまいます。２

４日ですね。次回のテーマは「まちづくり」ということになります。 

それから、もう一つこれもお願いをしたいことですが、先ほどもお願いしたいん

ですけど、足していく、意見を足していくという形をお願いしたんですけれども、こ

ちらの方はびしっと相手の意見を批判、否定をしないということでありますが、ご本

人は多分気づいている部分はあるとは思うんですが、そこの部分もこれから議論して

いく我々仲間なので、そこのところを次回以降も含めて言葉の使い方、批判というこ

とだけじゃなくて、言葉の使い方の基本のところにも少し戻って、さまざまな立場の

人がいるので楽しく会議をしていくための手法を考えてきていただきたいと思います。

どうしてもいろいろなことは出るんですけど、頭の中に入れておけば少しはよくなる

でしょう。 

そ れ で も う 一 回 、 次 回 の 会 議 の 確 認 を し ま す 。 １ 月 ３ １ 日 土 曜 日 。 「 ま ち づ く

り」と「自然」、「インフラ」について議論をします。今回と同じようなやり方でグ

ループに分かれてやることが、私はいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

 

（「いいです。」という声あり） 
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座長  では、次回以降、このような形で進 めていきたいと思います。 

さらに、「まちづくり」というテーマを考えたときに、行政資料を要請したいと

思う方おりますでしょうか。ここは市民が自分の意見を出していく場なので、私は基

本的には資料はなくてもいいかとは思うんですが、どうしてもこれは見てほしいとい

うものがありますか、ありそうですか。確認したいんですけども。 

 

市民委員  とりあえずありますということだけ。 

 

座長  ほかの方はいらっしゃいますか。では、分野はこの「まちづくり」、「自然」、

「インフラ」という分野で。資料が来るとどうしても読まなきゃいけないんで、その

分量をちょっと考慮して、これも資料の提案の締切は来週の土曜日に、１月２４日ま

でに事務局あてに要請をする。できれば資料の原本を事務局に提供する。ちょっと資

料によっては事務局が直接持っていない資料だったりする可能性もあるので、そこは

配慮していただきたいと思います。 

 

市民委員  その資料は事前にお配りする資料なんですね。 

 

座長  そうです。 

 

市民委員  事前には無理だと思います。私は各区で都市計画マスタープランができて

いるところはどのぐらいで、量も大きいですから配れないです。もうできている区が

ありますよね、幾つか都市計画マスタープラン。それだけでも伝えた方がいいんじゃ

ないかと思います。つくったのにこのまま宙にういちゃうのかなと。私、中原区で参

加しておりましたので。 

 

座長  提案はプランを見せることなんですか。 

 

市民委員  読むのだけでも無理だと思いますよ。だって中原区こんなに厚いんです。

資料はありますよということだけでもいいかなと思います。 

 

座長  ありますよという証明。 
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市民委員  どこの区ができたのか、できていないのか。７区のうちできている区が何

区かあって、できていない区があって、作成中とか、それだけですね 。 

 

座長  じゃ、状況。 

 

市民委員  状況ですね。 

 

市民委員  状況としては原本を皆さんに紹介するという感じで。 

 

市民委員  原本でも紹介してもらえば。 

 

市民委員  それも大変だと思うんで。 

 

市民委員  読めないですよ、こんなに。 

 

市民委員  原本の方は用意していただかなくていいということですか。 

 

市民委員  見たい人がいれば原本だけでも用意しておいた方がいいのかもしれません。 

 

市民委員  でも、読みきれないと思います。 

 

企画調整課主幹  都市計画マスタープランの区民提案書のことですか。 

 

市民委員  そうです。 

 

企画調整課主幹  今、例えばどこの区でまとまっていて、どこの区が今進行中とか、

その資料はありますので。それとその本体を１、２部ぐらいとか、閲覧用に次回持っ

てくるようにいたしましょうか。 

 

市民委員  そうですね。見たい人が見るという形で。ぱらぱらっと見るしかできない

と思いますので。 
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座長  はい、わかりました。もうお一方（森さん）は後で事務局に何が必要かを伝え

るということで。我々、書く場合は１月２４日が締切ですので。今後、せっかく用意

してもお断りしたいと思いますので、一応ルールを守りましょうということ。資料が

中心じゃなくて、やはり実際に議論してみると我々の意見がやはり一番大切だと思い

ますので。資料にエネルギーを注がないで自分が何を発言したらいいかというところ

に力を注いだ方が、よりよい会議になっていくんじゃないかと思いますので、その点

ご協力をお願いします。 

これで終わりにしたいんですが北島さんの方からお伝えしたいことがあるそうで

すので、一言。 

 

市民委員  今の都市マスタープランで関係しているんですが、お待ちください。これ

は今みたいに資料の確認とか渡してもいいですかという資料ではございません。参考

です。１月３１日に麻生区の都市マスタープランの説明会があります。大体素案がま

とまりましたので中間発表という形でやります。ぜひ、多くの方に意見をほしいとい

うことと、麻生区は今、都市マスタープランがほとんど出来上がってますので、どう

いうものか参考になって、多分、この市民会議に影響というかリンクするものだろう

と思います。ただ、残念ながら１月３１日で、市民会議とカップリングしております。

この辺はどうしてこうなったか私はとても、マスタープランの方の幹事していますの

でこちらに出なければいけませんので。これはまち局と総合企画局の横のつながりが

どうなっているのかと疑問に思うんですが。いずれにしても１月３１日にやりますの

で、皆さんは多分出られないと思います。皆さんほかの方にご連絡いただいて、ぜひ

参考のためにお出でいただきたいと思いまして。以上でございます。 

 

座長  それでは早いですが。きょうはこれで……。 

 

企画調整課主幹  検討委員会の出欠表を、きょうお出しできる方は事務局へお願いし

ます。 

 

座長  先ほど申し上げた事務局の方で、これを調整すると言っています。この四つの

中でどれか出られる日があれば、皆さんでご希望の多い回があれば。 

 

企画調整課主幹  いただいたものを整理して、座長さんと副座長さんとちょっと相談
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させていただきます。 

 

座長  きょうは皆さんお疲れ様でした。 

 

 


